
中部横断 自動車道人 ヶ岳南麓新ルー ト沿線住民の会

(仮 称)韮崎都市計画道路 1・ 4・ 1号双葉・韮崎 。清里幹線 (中 部横断 自動車道)の

都市計画に関す る申 し入れ書

■ 申 し入れ事項

申 し入れ 回 答

国交省 が事業者 として進 めてい る中部横断 自動車道 (長 坂～八千穂)の建設計

画 に関 し、山梨県は 2019年 5月 22日 、国交省 関東地方整備局長 あてに 「都市計

画法 に基づ く事務手続 きを行 うこととした」 とい う文書 を送付 し「環境影響評価

法 に従い、都市計画決定権者が環境影響評価 の手続 きを進 めることとなる」 と通

知 しま した。 そ して山梨県 は環境影響評価法第 46条 に基づ き事業者で ある国交省

に対 して環境影響評価 の現地調査の協力依頼 を行 い、現在 、国交省 甲府河川 国道

事務所 が現地調査 を行 っている ところです。

その環境影響評価の手続 き と並行 して山梨県が行 うこととなる都 市計画手続 き

に関 し、都市計画法では都市計画が複数 の市町村 にまたがる場合 には都道府 県が

都市計画案 を作成す る と定め られているにもかかわ らず、現在その都市計画の資

料等 を都市計画決定権者 の山梨 県ではな く甲府河川 国道事務所が代わって作成 し

ていますが、 これは法 を逸脱す る行 為に他 な りませ ん。

中部横 断 自動車道人 ヶ岳南麓新ルー ト沿線住 民の会 (以 下、沿線住 民の会)で
はこの ことに疑念 を抱 き、山梨 県に対 して 甲府河川 国道事務所へ都市計画決定の

資料や説明会の資料作成 を依頼 し実質的に都市計画案 を作成 して もらっている法

律的な根拠 を問い合わせ ま した。 山梨 県都市計画課 はこれ に対 して 2023年 4月 4

日、 「法律 に基づ くものではな く……都市計画決定 を行 うために必要 となる資料

の提供等 を、事業予定者 である国土交通省 に協力依頼 してい ます」 と文書で正式

に回答 しま した。 山梨県が都市計画 に関 して国交省 に行 っていた協力依頼 には法

律 の裏付 けのない ことが この回答 で明 らか とな りま した。

山梨 県の この よ うな協力要請 を受 けて、国交省 は 2021年 4月 に民間企業である

パ シフィックコンサル タンツ (株 )に 対 して都市計画決定資料の作成 を委託 しま

した。 しか しなが らこの会社が標記の都市計画道路 にかかわる甲斐市、韮崎市、

北杜市の現地の状況 を地元 自治体である山梨 県よ りも詳 しく把握 してい る とは到

底考 え らませ ん。都市計画決定の資料等は当該 白治体が作成 しては じめてその正

確性 、妥 当性 が保証 され るもの と言 え、それ故、委託先の このコンサル タン ト会



社が作 った都市計画決定の資料 について もその信ぴ ょ う性に大 きな疑問があるこ

とは明 らかす。

沿線住民の会では 2023年 5月 18日 、 甲府河川国道事務所 に対 して地 方 自治体

が行 う都市計画案や資料等の作成 を国交省 が代わって行 っているのはおか しい と

その理 由を問い合 わせた ところ、担 当者 の大和 田宣雄地域防災調整官は 「山梨県

の協力依頼 で行 ってい る」 と返答 しま したが、その協力依頼が法律 に基づ くもの

でない ことを認 めま した。沿線住民の会では 「
山梨 県の都市計画 に関す る協力依

頼 は法律 に基づ くものでないのだか ら、国交省 が公金 を使 ってそれ に協力す るの

は法律 を逸脱 してい る。都 市計画決定 に関す る資料 の作成 な どの作業の中止 を求

めます」 と要請 した ところ、大和 田地域防災調整官は 「必要だか らや っている。

必要な ものは法律 に基づいていない もので もや ります」 と回答 しま した。

以上の経過 か ら、次の事項 を国交省 に申 し入れ ます。



1.都市計画決定及び都市計画案の作成は都市計画法で自治体の業務と定められています。

従って国交省が自治体に代わって都市計画の資料等を作成するのは法を逸脱しているだけでな

く、計画予定地の地元自治体の責任をあいまいにするもので、その自治体の不作為を助長すること

にもなり国としてやるべきことではありません。

また国交省甲府河川国道事務所は地元自治体の山梨県ほど地域の特1生や現地の具体的な実情を把

握しきれていないのが実情であり、都市計画作成の業務を民間のコンサルタント会社合委託・イヤ子

させるならば建設計画予定地の国民、県民らは更に不利益を被ることになります。このような事態

は公共事業の在り方、道路行政の手続き上、法治国家として許されるものではありません。国と自

7罰本の正当性 。透明性のある関係性を取り戻すことが必要です。それ故国交省甲府河川国道事務所

が行っている、標記の都市計画道路に関する都市計画決定の資料の作成等の作業を中止することを

求めます。

令和元年 5月 22日に山梨県知事から事業予定者である関東地方整備局長へ協

力依頼があり、事業予定者として環境影響言瓢面、ルー ト・構造の検討など、必要

な協力を行うものであり、都市計画法に基づく手続きは山梨県が実施すると認識

しておりますi。

甲府河川国道事務所では、地域の特 ,生1颯:慰‐也の具体的な実情の把握は、文献調

査や現地調査並びに、必要に応じ、地元自治体より情報の収集を行い確認・把握

しているところです。

2.山梨県は地元白治体としての責任をあいまいにして、本来、都市計画決定権者としての山梨県

が検討・作成すべき都市計画案や準備書案の資料作成までも国交省に「協力依頼」という名日で丸

投げしています。国交省は適正な手続きを経ないでイ尋たこれらコンサルタント会社委託の成果物

を、山梨県に提供することのないよう求めます|。

甲府河川国道事務所では、関東地方整備局の業務契約手続きに関するルールに

則り、適正な方法で当該作業を専門的に実施した経験・能力を持つコンサルタン

ト会社を選定し、業務委託契約を結び、契約書、仕様書に基づき適切に業務を実

施しております。

令和元年 5月 22日 に山梨県知事から事業予定者である関東地方整備局長へ協

力依頼があり、事業予定者として環境影響評価、ルー ト・構造の検討など、必要

な協力を行うものであり、都市計画法に基づく手続きは山梨県が実施すると認識

しております。

3.民間コンサルタント会社へ繰り返される契約更新で、多額の税金が使われ続けている事業実態

があります。法律に基づかない山梨県の協力要請による税金の不適切な支出を上めるよう求めま

丸

甲府河川国道事務所では、関東地方整備局の業務契約手続きに関するノい一ルに

則り、適正な方法で当該作業を専門的に実施した経験・能力を持つコンサルタン

ト会社を選定し、業務委託契約を結び、契約書、仕様書に基づき適切に業務を実

施しております。

令和元年 5月 22日 に山梨県知事から事業予定者である関東地方整7購局長へ協

力依頼があり、事業予定者として環境影響評価、ルー ト・構造の検討など、必要

な協力を行うものであり、都市計画法に基づく手続きは山梨県が実施すると認識

しております。

なお、この申し入れに対して文書での回答を6月 14日 までに求めます。


